
制度名
支援制度の概要

（詳細は各担当課に確認してください）
罹災証明
書の有無

お問合せ先

★火災により被害（住家以外も含む）が生じた場合
火災により被害が生じ、消防署の調査を受けた方に対し「罹災証
明書」を発行します。

三島消防署
予防課予防係
972-5800

★地震、風水害等の災害により住家に被害が生じた場合
災害（火災を除く）により被害が生じ、公的支援を必要とする方に
対し、住家の被害程度を判定した「罹災証明書」を発行します。

課税課資産税係
983-2758

被災証明書の
発行

地震、風水害等の災害（火災は除く）により、住家以外の家屋、
構築物等 （物置、カーポート、ブロック塀、柵等）や土地につい
て、被害があったことを証明する「被災証明書」を発行します。

課税課資産税係
983-2758

災害弔慰金の
支給

災害により死亡された市民のご遺族に対して災害弔慰金を支給
します。
・死亡者が生計を主として維持していた場合　500万円
・その他の場合　250万円

場合により
必要

福祉総務課
983-2610

被災者生活再
建支援制度（国
制度）

【対象】
　(ア)住宅が全壊した世帯
　(イ)住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむ
を得ない事由により住宅を解体した世帯
　(ウ)災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続する
ことが見込まれる世帯
　(エ)住居が半壊し、大規模な補修を行わなければ住居に居住
することが困難である世帯（大規模半壊世帯）
【基準】
　(ア)災害救助法施行令第1項第1号又は第2号に該当する被害
が発生した市町村における自然災害
　(イ)10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村にお
ける自然災害
　(ウ)100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県
における自然災害
　(エ)いずれかの市町村内においてア又はイに規定する被害が
発生した都道府県内の他の市町村（人口10万人未満に限る）に
おいて、その自然災害により5世帯以上の住宅が全壊する被害
が発生した市町村における自然災害
　(オ)ウ又はエに規定する都道府県に隣接する都道府県内の市
町村（人口10万人未満に限る）において、アからウまでに規定す
る区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により5世帯以
上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
【助成内容】　　（使途の限定なし）
　(1)基礎支援金　　全壊世帯                  100万円
                           大規模半壊世帯          50万円
　(2)加算支援金　　建設・購入する世帯    200万円
                           補修する世帯            100万円
                           賃借する世帯              50万円

必要
福祉総務課
983-2610

災害見舞金の
支給

災害により被害を受けた市民に対して災害見舞金を支給します。
・全壊、全焼、流出した住居に居住していた世帯の世帯主　3万
円
・半壊、半焼した住居に居住していた世帯の世帯主　2万円
・床上浸水した住居に居住していた世帯の世帯主　1万円
・死亡した市民(当該災害による負傷により、当該災害のやんだ
日から起算して7日以内に死亡した市民を含む。)の遺族　3万円
・災害により負傷し、概ね1月以上の療養を要する市民　2万円

場合により
必要

(火災は
原則不要)

福祉総務課
983-2610

三島市被災者支援制度一覧表

罹災証明書の
発行



制度名
支援制度の概要

（詳細は各担当課に確認してください）
罹災証明
書の有無

お問合せ先

災害障害見舞
金の支給

災害により身体または精神に著しい障害を受けた市民に対して
災害障害見舞金を支給します。
　・生計を主としていた者の場合 250万円
　・その他の者の場合 125万円

場合により
必要

福祉総務課
983-2610

災害救援品等
の支給

災害により住居が全焼、全壊、半焼、半壊、床上浸水した市民、
避難所等に避難を要する市民に対して毛布等の災害救援品を
支給します。
災害により死亡又は行方不明となった市民に対しては弔慰金を
交付します。
　弔慰金…死亡者又は行方不明者1人につき10,000円

不要

福祉総務課
983-2610
（日赤三島市地
区）

災害援護資金
貸付

災害により、次のいずれか被害を受けた世帯の世帯主に対して
貸付を行ないます。
　・世帯主が災害により負傷し、概ね1か月以上の療養を要する
　・住居又は家財の価額の概ね1/3以上の損害等
※所得制限あり

場合により
必要

福祉総務課
983-2610

生活福祉資金
貸付

災害が発生した際に厚労省通知等により特例貸付を行います。
この場合、通常の貸付対象及び限度額等が特例により変更され
る場合があります。

必要

社会福祉協議会
972-3221
（福祉総務課）
（983-2610）

民間建築物の
住宅の応急修
理

災害救助法が適用される災害により、住家が半壊（半焼）もしく
は、これに準ずる程度の損傷として一部損壊のうち損害割合が１
０％以上２０％未満の被害を受け、そのままでは当面の生活が
できず、また、自らの資力では応急修理ができない市民に対し、
必要最小限の修理を行い、被災者の生活の安定を図ります。
（罹災区分により限度額が有ります。）
　1．修理の範囲(居住に必要な必要最小限度の応急修理に限
る｡)
　　(1)屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理
　　(2)ドア、窓等の開口部の応急修理
　　(3)上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理
　　(4)衛生設備の応急修理
　2．対象修理
　　(1)地震等対象災害による被害と直接関係のある修理
　　(2)内装に関するものは原則として対象外
　　(3)家電品は対象外
　3．完了の期間
　　災害発生の日から1ケ月以内

必要
建築住宅課
983-2640

応急仮設住宅
への入居

災害救助法が適用される災害により、住家が全壊、全焼又は流
出の被害を受け、居住する住家が無く、また、自らの資力では住
宅を得ることのできない者に対して、仮設住居を提供し、被災者
の生活の安定を図ります。
※居住する住宅の応急修理のための仮住居としては、入居でき
ません。
　1．入居の期間
　　仮設住宅完成後原則2年間を限度とします。2年以内に新しい
住居を確保してください。
　2．入居に係る費用
　　家賃は無料です。電気・ガス・水道・下水道・浄化槽の検査料
及び使用料・情報基盤施設使用料、共益費などは入居者の負
担。

必要
三島住まい推進室
983-2639



制度名
支援制度の概要

（詳細は各担当課に確認してください）
罹災証明
書の有無

お問合せ先

市営住宅への
仮入居

災害により、住家が全壊、全焼又は流出の被害を受け、居住す
る住家が無く、また、自らの資力では住宅を得ることのできない
者に対して、市営住宅を提供し、被災者の生活の安定を図りま
す。
　1．入居の期間
　　入居日から原則1年間を限度とします。1年以内に新しい住居
を確保してください。
※入居資格がある方は、再度入居の手続きを行った上で、継続
して入居が可能となる場合があります。
　2．入居に係る費用
　　家賃は居室により異なります。電気・ガス・水道・下水道・浄化
槽の検査料及び使用料・情報基盤施設使用料、共益費、引越し
費用などは入居者の負担になります。
　３．設備について
　　家具、家電等は備えておりませんので、必要なものは入居者
の負担で用意いただきます。

必要
三島住まい推進室
983-2639

下水道事業受
益者負担金及
び下水道事業
受益者分担金
の徴収猶予

火災による建物の被害を受けたとき、焼失の割合が部分焼又は
半焼の場合は1年以内、全焼の場合は2年以内。震災・風水害に
よる住家の被害を受けたとき、罹災証明記載の罹災の程度が半
壊又は大規模半壊の場合は1年以内、全壊の場合は2年以内徴
収猶予します。

必要
下水道課
983-2661

国民健康保険
一部負担金の
減免

災害により死亡し、身体に障害のある者となり、又は、資産に重
大な損害を受け、一部負担金を支払うことが困難であると認めら
れる場合に申請により、一部負担金を減免します。

必要
保険年金課
983-2604

後期高齢者医
療保険料の減
免

災害により、住宅その他の資産について著しい損害を受けた被
保険者について、被保険者及び属する世帯の世帯主の前年所
得金額、資産の損失割合等の条件により後期高齢者医療保険
料を減免します。

必要
保険年金課
983-2710

後期高齢者医
療制度の一部
負担金の減免

災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害
を受けたとき、申請によって静岡県後期高齢者医療広域連合が
認めた場合、一部負担金を申請日から起算して3月以内減免し
ます。ただし、納期が到来した後期高齢者医療保険料を完納して
いる人に限ります。

必要
保険年金課
983-2710

介護予防・日常
生活支援総合
事業利用者負
担額の減免

災害により財産に著しい損害を受けた場合、損害の程度及び被
保険者本人の所得に応じた利用者負担額の軽減又は免除がで
きる場合があります。

必要
地域包括ケア推進
課
983-2759

介護保険利用
者負担額の減
免

災害により財産に著しい損害を受けた場合、介護保険サービス
に係る利用者負担額の軽減又は免除ができる場合があります。

必要
介護保険課
983-2607

介護保険料の
減免

災害により財産に著しい損害を受けた場合、介護保険料を減免
又は免除できる場合があります。

必要
介護保険課
983-2607

障害福祉サー
ビスに係る利
用者負担の特
例給付

災害により財産に著しい損害を受けた場合、特例給付による障
害福祉サービスに係る利用者負担額の軽減又は免除を行いま
す。

必要
障がい福祉課
983-2691

個人住民税の
減免

災害により個人住民税の納付が困難となった方について、所得
の状況や被害の程度により個人住民税の減免が受けられる場
合があります。

必要
課税課市民税係
983-2626

固定資産税及
び都市計画税
の減免

災害により被害を受けた土地、家屋又は償却資産について、そ
の被害の程度により、固定資産税及び都市計画税の減免が受
けられる場合があります。

不要

課税課資産税係
土地・償却資産関
係
　983-2627
家屋関係
　983-2758



制度名
支援制度の概要

（詳細は各担当課に確認してください）
罹災証明
書の有無

お問合せ先

国民健康保険
税の減免制度

災害により国民健康保険税の納付が困難となった方について、
被害の程度により国民健康保険税の減免が受けられる場合が
あります。

必要
課税課市民税係
983-2626

児童手当認定
請求の延長

児童手当の支給要件があるにもかかわらず、災害により認定請
求ができなかったと認められる場合、認定請求することが可能と
なった日から15日以内に請求することにより、災害により認定請
求することができなくなった日の属する月の翌月から支給を開始
します。

必要
子育て支援課
983-2712

児童扶養手当
認定請求の延
長

児童扶養手当の支給要件があるにもかかわらず、災害により認
定請求ができなかったと認められる場合、認定請求することが可
能となった日から15日以内に請求することにより、災害により認
定請求することができなくなった日の属する月の翌月から支給を
開始します。

必要
子育て支援課
983-2712

児童扶養手当
の災害特例

児童扶養手当支給対象者のうち、所得制限により手当の減額又
は支給停止されている方において、災害により住宅、家財等の
財産について、その価格の概ね二分の一以上の被害を受けた
場合は、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当額を全
額支給とします。

必要
子育て支援課
983-2712

保育所入所に
かかる保育料
の減免

災害等により多額の出費をしたため、保育料の納付が困難であ
るとき、保育料の額を減額し、又は免除することができます。

必要
子ども保育課
983-2611

就学援助制度
災害等により、小・中学校へ就学することが困難な児童・生徒の
保護者に対して、学校生活で必要となる費用の一部を援助して
います。

必要
学校教育課
983-2670

災害廃棄物の
手数料免除

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津
波、噴火、地滑りなどにより生じた一般廃棄物の処理手数料を免
除します。

必要（「被
災証明書」
又は「被害
と廃棄物の
状況が分
かる写真」
でも可）

廃棄物対策課
971-8993

火災廃棄物の
手数料免除

火災により生じた一般廃棄物の処理手数料を免除します。 必要
廃棄物対策課
971-8993


